
小Ｓ問

小－Ｓ

二
〇
二
五
年
度
法
科
大
学
院
入
学
試
験
問
題

小
論
文
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事

項

Ⅰ

試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
問
題
用
紙
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

Ⅱ

解
答
用
紙
は
一
枚
配
付
し
ま
す
。

Ⅲ

解
答
に
あ
た
っ
て
は
、
黒
イ
ン
ク
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
ま
た
は
万
年
筆
の
い
ず
れ
か
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
（
た
だ
し
、
イ
ン
ク

が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
消
し
ゴ
ム
で
消
せ
な
い
も
の
に
限
り
ま
す
）。
そ
れ
以
外
で
解
答
用
紙
に
記
入
し
た
場
合
は
、
無
効
と

し
ま
す
。
ま
た
、
解
答
用
紙
欄
外
へ
記
入
さ
れ
て
い
る
も
の
は
採
点
の
対
象
と
し
ま
せ
ん
。

Ⅳ

解
答
を
訂
正
す
る
と
き
は
、
訂
正
部
分
が
数
行
に
わ
た
る
場
合
は
斜
線
で
、
一
行
の
場
合
に
は
横
線
で
消
し
て
、
そ
の
次
の

マ
ス
目
か
ら
書
き
直
し
て
く
だ
さ
い
（
余
白
に
は
書
か
な
い
で
下
さ
い
）。
修
正
液
・
修
正
テ
ー
プ
を
使
用
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。

Ｖ

解
答
は
横
書
き
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

Ⅵ

試
験
時
間
は
六
〇
分
で
す
。

Ⅶ

問
題
は
十
ペ
ー
ジ
で
一
問
で
す
。



問
題

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

私
た
ち
の
生
活
は
良
く
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
生
活
が
向
上
し
て
い
る
と
答
え
る
人
は
少
数
だ
ろ
う
。

内
閣
府
の
「
国
民
生
活
に
関
す
る
世
論
調
査
」（
二
〇
二
二
年
一
〇
月
調
査
）
に
よ
れ
ば
、「
あ
な
た
の
ご
家
庭
の
生
活
は
、
去
年
の
今
頃
と
比
べ

て
ど
う
で
し
ょ
う
か
」
に
対
し
て
、「
向
上
し
て
い
る
」
と
答
え
た
人
の
割
合
は
四
・
七
％
（
二
〇
二
一
年
九
月
調
査
は
三
・
六
％
、
以
下
同
様
）、「
同

じ
よ
う
な
も
の
」
と
答
え
た
人
は
六
二
・
四
％
（
七
〇
・
二
％
）、「
低
下
し
て
い
る
」
と
答
え
た
人
は
三
二
・
六
％
（
二
五
・
九
％
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
背
景
の
一
つ
に
、
物
価
高
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
総
務
省
の
消
費
者
物
価
指
数
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
三
年
一
〇
月
に
前
年
同
月
に
比
べ

て
三
・
三
％
も
物
価
が
上
昇
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
生
鮮
食
品
を
除
く
物
価
だ
と
、
二
・
九
％
の
増
加
で
あ
っ
た
。
こ
の
物
価
上
昇
は
、
二
〇
二

二
年
四
月
頃
か
ら
続
い
て
い
る
。
多
く
の
人
は
物
価
の
上
昇
を
実
感
し
て
い
る
は
ず
だ
。

し
か
し
、
こ
の
物
価
上
昇
に
比
べ
て
賃
金
の
伸
び
は
鈍
い
。
物
価
上
昇
を
超
え
る
率
で
、
名
目
賃
金
が
増
加
し
て
い
れ
ば
、
賃
金
は
実
質
的
に

増
加
す
る
。
だ
が
、
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。

厚
生
労
働
省
が
公
表
す
る
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
三
年
一
〇
月
分
の
名
目
賃
金
（
現
金
給
与
総
額
）
は
前
年
同
月
比
で

一
・
五
％
増
加
し
て
い
た
。
し
か
し
、
名
目
賃
金
を
物
価
指
数
で
除
し
た
実
質
賃
金
の
変
化
は
約
マ
イ
ナ
ス
二
・
三
％
（
前
年
同
月
比
）
で
あ
っ

た
。
物
価
上
昇
に
比
べ
て
、
賃
金
の
伸
び
率
は
鈍
い
の
で
あ
る
。

今
後
、
実
質
賃
金
は
増
加
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
生
活
不
安
は
、
未
来
の
生
活
へ
の
不
安
に
つ
な
が
る
。
政
府
は
適
切
な
政
策
を
実

施
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
政
策
に
対
す
る
不
安
も
、
未
来
へ
の
不
安
に
つ
な
が
る
。

こ
う
い
っ
た
不
安
は
、
ど
の
程
度
日
本
社
会
の
実
態
に
そ
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
生
活
不
安
と
そ
れ
に
対
処
す
る
制
度
に
つ
い
て
、
筆
者

の
専
門
分
野
の
知
見
も
援
用
し
つ
つ
、
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
る
社
会
保
障
政
策
の
展
望
を
、
私
の
視
点
か

ら
簡
単
に
記
し
て
み
た
い
。

過
去
に
比
べ
て
所
得
が
増
加
し
て
い
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
今
後
も
所
得
が
増
加
し
な
い
と
考
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
の
時
、
未
来
の
自
分
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の
生
活
に
不
安
を
感
じ
る
。
こ
の
点
を
デ
ー
タ
か
ら
確
認
し
よ
う
。

ま
ず
、
他
国
に
比
べ
て
、
日
本
の
人
々
の
所
得
の
増
加
は
鈍
い
。
図
1
は
、
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
平
均
の
一
人

当
た
り
実
質
可
処
分
所
得
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
可
処
分
所
得
と
は
、
世
帯
の
所
得
か
ら
税
金
や
社
会
保
険
料
を
差
し
引
き
、
そ
の
所
得

に
政
府
か
ら
の
現
金
給
付
を
加
え
た
所
得
で
あ
る
。

他
国
は
二
〇
〇
七
年
に
比
べ
て
、
実
質
可
処
分
所
得
が
増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
所
得
は
そ
れ
ほ
ど
増
加
し
て
い
な
い
。
二
〇
二
〇

年
に
日
本
の
数
値
が
増
加
し
て
い
る
が
、
一
〇
万
円
の
特
別
定
額
給
付
金
を
中
心
と
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
効
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

二
〇
二
一
年
の
日
本
の
所
得
は
前
年
よ
り
も
低
下
し
て
い
る
。

所
得
の
停
滞
と
関
係
す
る
の
が
、
人
々
の
貧
困
化
で
あ
る
。
図
2
は
、
日
本
に
お
け
る
「
高
齢
者
世
帯
」
と
「
世
帯
主
年
齢
一
八
―
六
四
歳
の

世
帯
」
の
等
価
可
処
分
所
得
の
中
央
値
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。

2022
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出典：OECD.Statよりデータを取得
注：高端（2023）を参考に作成。2007年を100とした
　一人当たり実質可処分所得の推移
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200

世帯主年齢18－64歳
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世帯主年齢65歳以上

出典：篠崎・高橋（2023）、p.29、表 5掲載の数値より作成
注：等価可処分所得の中央値の推移。所得は2018年の物価指数
で調整されている

図 2　等価可処分所得の中央値の推移

（万円）

図 1　一人当たり実質可処分所得の推移
　　　　　　　　　　　　　　　  （2007年＝100）
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等
価
可
処
分
所
得
は
、
可
処
分
所
得
を
世
帯
員
数
の
平
方
根
で
除
し
て
計
算
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
四
人
家
族
の
可
処
分
所
得
が
四
〇
〇
万
円

な
ら
、
等
価
可
処
分
所
得
は
二
〇
〇
万
円
に
な
る
。
世
帯
員
の
数
に
よ
っ
て
、
世
帯
所
得
の
実
質
的
な
大
き
さ
は
変
わ
る
。
そ
の
た
め
、
等
価
所

得
が
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
所
得
の
中
央
値
は
、
人
々
を
所
得
の
低
い
順
か
ら
高
い
順
に
並
べ
た
と
き
の
真
ん
中
（
五
〇
％
）
の
所
得
で
あ
る
。

中
央
値
に
比
べ
て
、
平
均
所
得
は
高
所
得
者
の
数
値
の
影
響
を
受
け
や
す
い
。
所
得
の
中
央
値
は
、
平
均
値
よ
り
も
多
く
の
人
の
生
活
実
感
に
近

い
と
考
え
ら
れ
る
。

図
2
か
ら
、
世
帯
主
年
齢
一
八
―
六
四
歳
の
世
帯
の
所
得
は
一
九
九
七
年
、
高
齢
者
世
帯
の
所
得
は
一
九
九
四
年
が
ピ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
世
帯
主
年
齢
一
八
―
六
四
歳
の
世
帯
の
所
得
は
二
〇
一
八
年
に
増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
所
得
の
水
準
は
ピ
ー
ク
時
に
は
及
ば
な

い
。
九
〇
年
代
よ
り
も
、
私
た
ち
の
所
得
は
減
少
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
結
果
、
日
本
経
済
で
進
展
し
た
の
が
中
間
所
得
層
の
縮
小
と
貧
困
世
帯
の
増
加
で
あ
る
。
中
間
所
得
層
は
等
価
可
処
分
所
得
の
中
央
値
の

七
五
％
以
上
〜
二
〇
〇
％
未
満
で
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
範
囲
で
推
計
を
す
る
と
、
お
お
む
ね
人
口
の
六
割
近
く
が
中
間
所
得
層
に
な

る
。
実
際
、
篠
崎
武
久
と
高
橋
陽
子
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
定
義
で
推
計
さ
れ
た
一
九
九
七
年
の
中
間
所
得
層
は
六
〇
・
一
％
だ
っ
た
。
し
か

し
、
一
九
九
七
年
基
準
の
中
間
所
得
層
に
入
る
人
は
、
二
〇
一
八
年
に
は
五
一
・
七
％
に
ま
で
減
少
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
二
〇
一
八
年
に
中
間
所
得
層
に
分
類
さ
れ
る
人
で
も
、
一
九
九
七
年
基
準
の
中
間
所
得
層
に
分
類
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
多
く
の

人
が
、
過
去
よ
り
も
貧
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
在
、
中
間
レ
ベ
ル
の
所
得
を
も
つ
人
で
あ
っ
て
も
、
日
々
の
生
活
に
苦
し

む
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

貧
困
者
の
数
も
無
視
で
き
な
い
。
貧
困
率
は
、
等
価
可
処
分
所
得
の
中
央
値
の
五
〇
％
未
満
の
世
帯
員
数
が
人
口
に
占
め
る
割
合
と
し
て
推
計

さ
れ
る
。
こ
れ
を
相
対
的
貧
困
率
と
い
う
。

厚
生
労
働
省
の
「
国
民
生
活
基
礎
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
一
年
の
等
価
可
処
分
所
得
の
中
央
値
は
二
五
四
万
円
で
あ
り
、
そ
の
二
分
の
一

は
一
二
七
万
円
で
あ
る
。
こ
の
基
準
に
よ
る
相
対
的
貧
困
率
は
、
二
〇
一
八
年
一
五
・
七
％
、
二
〇
二
一
年
は
一
五
・
四
％
に
な
る
。
つ
ま
り
、

所
得
中
央
値
の
半
分
未
満
の
所
得
を
も
つ
人
々
が
、
約
一
五
％
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
無
視
で
き
な
い
数
値
だ
。

た
だ
し
、
図
1
と
図
2
の
所
得
の
計
算
で
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
が
、
医
療
・
介
護
・
教
育
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
現
物
給
付
の
価
値
で
あ
る
。
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現
物
給
付
の
利
用
は
、
生
活
す
る
た
め
に
不
可
欠
だ
。
現
物
給
付
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
保
障
さ
れ
て
い
れ
ば
、
私
た
ち
は
多
く
の
不
安
か
ら
解
放

さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
将
来
の
教
育
、
医
療
、
介
護
へ
の
費
用
が
多
額
に
な
る
と
考
え
る
人
は
、
将
来
の
生
活
費
用
を
心
配
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
経
済
的

不
安
に
対
応
す
る
た
め
に
、
多
く
の
人
は
貯
蓄
（
あ
る
い
は
資
産
形
成
）
を
す
る
。
こ
の
時
、
教
育
・
医
療
等
へ
の
費
用
が
多
額
に
な
ら
な
い
と
予

測
で
き
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
将
来
に
備
え
て
無
理
な
貯
蓄
を
し
な
く
て
す
む
。
さ
ら
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
気
軽
に
利
用
で
き
れ
ば
、
多
く
の

人
が
私
的
な
ケ
ア
負
担
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
私
的
な
ケ
ア
負
担
へ
の
不
安
解
消
に
も
、
現
物
給
付
は
寄
与
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
物
給
付
は
多
く
の
不
安
に
対
処
す
る
強
力
な
仕
組
み
だ
。
し
か
し
、
現
物
給
付
を
利
用
す
る
際
に
、
自
己
負
担
が
必
要
に
な

る
こ
と
が
多
い
。

個
人
で
は
対
処
し
き
れ
な
い
問
題
に
、
社
会
全
体
で
備
え
る
の
が
社
会
保
障
制
度
で
あ
る
。
既
に
言
及
し
た
と
お
り
、
各
種
の
生
活
上
の
不
安

や
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
の
が
、
現
物
給
付
で
あ
る
。

も
う
一
つ
見
逃
せ
な
い
現
物
給
付
の
重
要
な
機
能
が
、
負
担
の
軽
減
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
医
療
保
険
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
必
要
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
医
療
保
険

制
度
で
は
一
定
の
自
己
負
担
以
外
は
、
公
費
で
財
源
が
賄
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
高
額
の
自
己
負
担
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
自
己
負
担
に
一

種
の
上
限
を
設
け
る
の
が
高
額
療
養
費
制
度
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
医
療
保
険
制
度
は
、
医
療
費
に
よ
る
家
計
破
綻
を
防
ぐ
制
度
と
し
て
も
理
解

さ
れ
て
い
る
。
医
療
に
限
ら
ず
、
公
的
制
度
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
多
額
の
費
用
を
個
人
的
に
負
担
せ
ず
に
す
ん
で
い
る
。

こ
の
機
能
と
自
己
負
担
制
度
は
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
医
療
、
介
護
、
障
害
者
福
祉
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
が
拡
充
さ
れ

る
改
革
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
際
、
自
己
負
担
が
財
源
の
一
つ
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。

現
役
世
代
の
負
担
を
こ
れ
以
上
増
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
少
子
高
齢
化
が
進
展
し
て
い
る

こ
う
い
っ
た
背
景
が
あ
り
、
現
役
並
み
の

所
得
が
あ
る
高
齢
者
や
経
済
力
が
あ
る
利
用
者
に
、
相
応
の
自
己
負
担
を
求
め
る
改
正
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。
二
〇
二
三
年
で
は
、
公
的
介
護
保

険
制
度
の
二
割
自
己
負
担
の
対
象
者
拡
大
が
、
厚
生
労
働
省
の
審
議
会
で
検
討
さ
れ
て
い
た
。
結
果
と
し
て
、
対
象
者
拡
大
は
、
見
送
ら
れ
た
。
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た
だ
し
、
今
後
も
、
こ
の
論
点
は
社
会
保
障
制
度
の
議
論
の
俎
上
に
載
る
だ
ろ
う
。

自
己
負
担
に
は
、
理
論
的
な
存
在
理
由
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
過
度
な
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
抑
制
や
制
度
に
必
要
な
財
源
調
達
と
い
っ
た
役
割
で

あ
る
。

し
か
し
、
自
己
負
担
が
、
人
々
の
貧
困
リ
ス
ク
を
高
め
る
可
能
性
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
現
物
給
付
の
自
己
負
担
は
、
生
活
す
る
の

に
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
出
に
近
い
。
自
己
負
担
を
可
処
分
所
得
か
ら
捻
出
し
た
う
え
で
、
人
々
は
生
活
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
評

価
す
る
た
め
に
、
自
己
負
担
額
が
貧
困
率
に
与
え
る
影
響
が
研
究
さ
れ
て
い
る
。
個
票
デ
ー
タ
を
用
い
た
研
究
に
よ
れ
ば
、
医
療
・
介
護
ニ
ー
ズ

が
高
ま
る
高
齢
世
帯
に
お
い
て
、
医
療
・
介
護
の
自
己
負
担
が
人
々
の
貧
困
リ
ス
ク
を
高
め
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

医
療
・
介
護
の
自
己
負
担
だ
け
で
な
く
、
教
育
な
ど
の
領
域
で
も
一
定
の
支
出
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
支
出
を
公
的
負
担
で
カ
バ
ー
で
き
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
貯
蓄
な
ど
で
こ
の
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
に
な
る
。
所
得
が
増
加
し
な
い
こ
と
は
、
貯
蓄
が
難
し
く
な
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
そ
の
た
め
、
中
間
所
得
層
で
あ
っ
て
も
、
現
物
給
付
の
自
己
負
担
額
を
捻
出
す
る
の
に
苦
慮
す
る
人
た
ち
は
一
定
数
い
る
だ
ろ
う
。

現
物
給
付
は
、
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
仕
組
み
で
も
あ
る
。
そ
の
機
能
が
後
退
す
る
と
予
測
す
る
人
は
、
未
来
へ
の
不
安
を
抱
く
だ
ろ
う
。

新
し
い
制
度
を
構
想
す
る
に
は
、
自
分
た
ち
の
状
況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
私
た
ち
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
所
得
の
統
計
だ
け

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
生
活
保
護
制
度
の
利
用
者
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
困
難
な
状
況
に
い
る
人
が
社
会
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
制
度
上
で
は
捕
捉
で
き
て
い
な
い
人
も
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
社
会
経

済
的
危
機
に
お
い
て
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
制
度
の
利
用
者
が
増
加
す
る
と
い
う
事
態
は
、
制
度
そ
の
も
の
が
想
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

私
た
ち
が
直
面
し
た
直
近
の
危
機
は
、
二
〇
二
〇
年
以
降
の
コ
ロ
ナ
危
機
で
あ
る
。
平
時
に
構
築
し
て
き
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
制
度
は
、
危

機
に
対
し
て
十
分
な
機
能
を
果
た
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

コ
ロ
ナ
禍
の
政
策
議
論
で
注
目
を
集
め
た
の
が
、
雇
用
に
関
連
し
た
三
層
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。
第
一
層
が
雇
用
保
険
制
度
な
ど
、

第
三
層
が
生
活
保
護
制
度
で
あ
る
。
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
に
創
設
さ
れ
た
の
が
、
雇
用
保
険
や
生
活
保
護
の
対
象
に
な
ら
な
い
人
向
け
の

制
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
第
二
層
の
制
度
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
求
職
者
支
援
制
度
や
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
な
ど
が
、
二
層
の
制
度
で
あ
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る
。
基
本
的
に
、
安
定
的
な
雇
用
に
向
け
た
一
時
的
な
経
済
的
支
援
や
相
談
事
業
な
ど
に
よ
っ
て
、
二
層
の
制
度
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。

多
く
の
人
々
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
の
が
、
第
一
層
の
失
業
給
付
（
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
）
で
あ
る
。
こ
の
利
用
率
は
、
二
〇
二
〇
年
の
五
月
に

急
増
し
た
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
で
見
ら
れ
た
動
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
失
業
給
付
が
人
々
の
生
活
を
支
え
た
の
は
間
違
い
な
い
。

コ
ロ
ナ
危
機
に
お
い
て
、
注
目
を
集
め
た
の
が
住
居
確
保
給
付
金
の
利
用
者
の
増
加
で
あ
る
。
住
居
確
保
給
付
金
は
、
離
職
・
廃
業
等
に
よ
っ

て
困
窮
状
態
に
陥
り
、
住
居
を
失
う
可
能
性
の
あ
る
人
に
家
賃
相
当
額
を
支
給
す
る
制
度
で
あ
り
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
の
一
部
で
あ
る
。

住
居
確
保
給
付
金
は
、
二
〇
一
九
年
度
ま
で
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
危
機
に
お
い
て
、
住
居
確
保
給
付
金
の
利
用

者
が
急
増
し
た
。
厚
生
労
働
白
書
（
令
和
五
年
度
版
）
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
九
年
度
か
ら
二
〇
二
〇
年
度
に
か
け
て
、
住
居
確
保
給
付
金
の
新
規
申

請
件
数
・
決
定
件
数
は
約
三
四
倍
に
増
加
し
た
。
ま
た
、
住
居
確
保
給
付
金
の
利
用
率
は
、
東
京
や
沖
縄
に
お
い
て
大
き
な
増
加
が
観
察
さ
れ
た
。

住
居
確
保
給
付
金
の
利
用
者
増
は
、
同
制
度
の
支
給
要
件
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
利
用
者
増
は
、
以
前
か
ら

住
宅
関
連
の
社
会
的
リ
ス
ク
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
収
入
源
が
な
く
な
っ
た
人
が
直
面
し
た
の
は
、
住
居
を
失
う
リ
ス
ク

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
コ
ロ
ナ
危
機
に
お
い
て
、
生
活
福
祉
資
金
貸
付
の
利
用
者
が
急
増
し
た
。
こ
れ
は
、
市
区
町
村
の
社
会
福
祉
協
議
会
を
窓
口
と
し
て
、

困
窮
者
に
生
活
資
金
を
貸
し
付
け
る
制
度
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
危
機
に
お
い
て
、
こ
の
制
度
の
要
件
も
緩
和
さ
れ
た
。
要
件
緩
和
の
効
果
も
あ
る
が
、

経
済
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
生
活
資
金
不
足
に
陥
っ
た
世
帯
が
増
加
し
た
こ
と
を
、
制
度
利
用
者
の
増
加
は
示
し
て
い
る
。

第
三
層
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
が
、
生
活
保
護
制
度
で
あ
る
。
ま
ず
、
コ
ロ
ナ
危
機
に
お
い
て
、
生
活
保
護
の
受
給
世
帯
の
総
数
は
、
そ
れ
ほ

ど
変
化
し
な
か
っ
た
。
図
3
は
、
生
活
保
護
の
世
帯
類
型
別
被
保
護
世
帯
数
の
前
年
同
月
か
ら
の
伸
び
率
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
総
数

（
被
保
護
世
帯
数
）
の
伸
び
率
は
ほ
ぼ
0
近
傍
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
〇
一
八
年
一
月
か
ら
二
〇
二
三
年
一
月
に
か
け
て
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
の

総
数
の
伸
び
率
は
あ
ま
り
変
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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図 3　生活保護制度の利用データ
　　　　　世帯類型別被保護世帯数の対前年同月伸び率の推移
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被保護世帯数
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母子世帯

その他の世帯総数
障害者・傷病者世帯

出典：『令和 5年版　厚生労働白書－つながり・支え合いのある
地域共生社会』図表4-3-3のバックデータより作成
注：元のデータは2013年からのデータである
元統計は「被保護者調査　月次調査（厚生労働省）」。2022年4
月以降は速報値、総数には保護停止中を含む
単位は％

し
か
し
、
生
活
保
護
制
度
が
コ
ロ
ナ
危
機
に
反
応
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
受
給
世
帯
の
内
訳
で
あ
る
。

図
3
か
ら
、
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
た
二
〇
二
〇
年
四
月
頃
か
ら
、

「
そ
の
他
の
世
帯
」
の
伸
び
率
が
増
加
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。「
そ
の
他
の

世
帯
」
は
高
齢
者
世
帯
、
母
子
世
帯
、
障
害
者
世
帯
、
傷
病
者
世
帯
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
世
帯
を
指
す
。「
そ
の
他
の
世
帯
」
に
ど
の
よ
う
な
人

が
属
す
る
の
か
は
慎
重
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
稼
働

年
齢
の
世
帯
が
「
そ
の
他
の
世
帯
」
に
属
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
障
害
者
世
帯
、
傷
病
者
世
帯
」
の
世
帯
数
も
緩
や
か
に
増
加
し
て

い
る
。

危
機
に
お
い
て
困
窮
者
は
増
加
す
る
。
そ
の
た
め
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

の
利
用
者
の
増
加
自
体
は
、
制
度
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

大
事
な
の
は
、
増
加
の
背
景
の
究
明
だ
。
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
「
そ
の
他

の
世
帯
」
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
未
検
証
の
部
分
が
多
い
が
、
少
な
く
と
も
、
困
難
な
状
況
に
い
る
人
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
人
が
困
難
な
状
況
に
陥
っ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
人
に
必
要
な
支
援
が
届
い
て
い
な
い
の
か
。
こ
れ
ら
を
検
証
し
た
う
え
で
、
必
要

な
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。

は
ざ
ま

注
目
す
べ
き
は
、
雇
用
保
険
と
生
活
保
護
制
度
の
狭
間
に
い
る
人
々
へ
の
支
援
で
あ
る
。
基
本
的
に
、
二
層
の
制
度
は
、
生
活
困
窮
者
が
安
定

的
な
雇
用
に
つ
く
た
め
の
一
時
的
な
現
金
支
援
な
ど
を
想
定
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
危
機
以
前
か
ら
、
生
活
保
護
制
度
の
対
象
に

は
な
ら
な
い
が
、
苦
し
い
状
況
で
生
活
し
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
社
会
的
危
機
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
所
得
保
障
ニ
ー
ズ
が

顕
在
化
し
た
こ
と
を
、
二
層
の
利
用
者
増
は
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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今
後
、
社
会
保
障
制
度
に
は
、
ど
の
よ
う
な
論
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
筆
者
の
関
心
か
ら
、
五
点
指
摘
し
た
い
。

第
一
に
、
危
機
に
関
係
な
く
、
人
々
が
制
度
を
容
易
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
平
時
の
問
題
解
決
だ
け
で
は

な
く
、
危
機
に
対
す
る
備
え
に
も
な
る
。
コ
ロ
ナ
危
機
で
は
、
雇
用
保
険
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
、
生
活
保
護
制
度
な
ど
の
既
存
の
制
度

が
機
能
し
た
。
住
居
確
保
給
付
金
な
ど
は
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
時
の
対
応
か
ら
生
ま
れ
た
制
度
で
あ
る
。
人
々
が
既
存
の
制
度
を
簡
単
に
利
用

で
き
る
こ
と
が
、
最
も
重
要
で
あ
る
。

第
二
に
、
居
住
保
障
を
念
頭
に
お
い
た
議
論
が
、
必
要
に
な
る
。
持
ち
家
の
よ
う
な
資
産
を
持
た
ず
に
、
高
齢
者
に
な
る
人
は
増
加
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
持
ち
家
が
無
い
人
の
住
居
喪
失
リ
ス
ク
は
、
高
い
。
こ
う
い
っ
た
リ
ス
ク
に
対
応
し
た
制
度
が
必
要
に
な
る
。
住
居
確
保
給
付
金
な

ど
は
、
一
時
的
な
支
援
を
想
定
し
て
い
る
制
度
体
系
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
部
の
制
度
の
み
を
抜
本
的
に
改
正
す
る
こ
と
は
難
し
い
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
危
機
に
お
い
て
第
二
層
の
制
度
の
利
用
者
が
増
加
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
制
度
を

構
想
す
る
議
論
が
あ
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

第
三
に
、
す
べ
て
の
人
の
生
活
保
障
に
関
係
す
る
現
物
給
付
の
強
化
・
拡
充
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
拡
充
は
、
サ
ー
ビ
ス
供
給
面
（
人
材
面
）

と
利
用
者
側
の
視
点
で
考
え
ら
れ
る
。
ど
ん
な
時
で
も
、
医
療
・
介
護
・
障
害
者
福
祉
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
・
教
育
な
ど
へ
の
ニ
ー
ズ
は
消
失
し
な

い
。
そ
し
て
、
誰
か
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
領
域
の
人
材
確
保
や
待
遇
改
善
が
必
要
だ
。
人
材
を
確

保
し
な
け
れ
ば
、
現
物
給
付
の
維
持
・
拡
充
は
困
難
だ
。
対
人
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
雇
用
環
境
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
は
、
公
的
負
担
に
よ
る
雇
用
確

保
に
も
つ
な
が
る
。
都
市
部
だ
け
で
は
な
く
地
方
経
済
を
支
え
る
う
え
で
も
、
こ
の
点
は
重
要
に
な
る
。

第
四
に
、
現
物
給
付
の
利
用
に
関
係
す
る
自
己
負
担
を
総
合
的
に
考
え
る
視
点
が
、
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

〈
中
略
〉

最
後
の
論
点
が
、
公
的
負
担
の
拡
充
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
で
提
言
し
た
よ
う
な
制
度
の
改
正
・
導
入
に
は
、
公
的
負
担
の
拡
充
が
必
要
に
な
る
。

現
物
給
付
の
領
域
で
は
、
財
源
と
し
て
自
己
負
担
が
使
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
現
在
、
自
己
負
担
金
額
を
設
定
す
る
際
に
、
金
融
資
産
の
保
有
状

小－Ｓ
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況
等
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
制
度
の
利
用
者
間
の
再
分
配
で
し
か
な
い
。
所
得
・
消

費
・
資
産
な
ど
を
総
合
的
に
把
握
で
き
る
租
税
制
度
を
用
い
て
、
社
会
保
障
制
度
を
支
え
る
負
担
構
造
を
考
え
る
こ
と
を
検
討
し
て
も
良
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
古
市
将
人
「
世
界

2
0
2
4
年
3
月
号

生
活
不
安
と
社
会
保
障
の
論
点
」（
岩
波
書
店
）
よ
り
〕

小－Ｓ
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※
改
変
（
文
章
・参
考
文
献
リ
ス
ト
の
省
略
、文
中
の
出
展
情
報
の
省
略
な
ど
）
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。



〔
問
〕
問
題
文
を
読
ん
で
、
今
後
、
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
る
社
会
保
障
制
度
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
い
く
べ
き
か
、
あ
な
た
の
意
見
を

八
〇
〇
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。
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